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第 １ 章  総 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 別 に 定 め が あ る も の の ほ か 、 富 田 林 水 道 事 業 （ 大

阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 企 業 条 例 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第

２ 号 ） 第 ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 イ に 定 め る 富 田 林 水 道 事 業 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 （ 平 成 29年 大 阪 広

域 水 道 企 業 団 条 例 第 ２ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 程 の 用 語 の 意 義 は 、 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 届 出 ）  

第 ３ 条  所 有 者 は 、 条 例 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 代 理 人 の 選 定 を し た と き

は 、 直 ち に 当 該 代 理 人 と 連 署 し て 企 業 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  条 例 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 管 理 人 の 選 定 を し た と き は 、 次 に 掲

げ る と こ ろ に よ り 直 ち に 企 業 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 給 水 装 置 を 共 有 す る と き は 、 所 有 者 の 連 署  

(２ ) 共 用 給 水 装 置 を 使 用 す る と き は 、 使 用 者 の 連 署  

３  条 例 第 ７ 条 第 １ 項 各 号 及 び 第 ２ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き の

届 出 義 務 者 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

(１ ) 給 水 を 受 け る こ と を 中 止 す る と き は 、 使 用 者  

(２ ) 給 水 装 置 を 廃 止 す る と き は 、 所 有 者  

(３ ) 給 水 装 置 の 用 途 を 変 更 す る と き は 、 使 用 者 、 所 有 者 又 は 管 理 人  

(４ ) 消 防 の 演 習 の た め 私 設 消 火 栓 を 使 用 す る と き は 、 使 用 者  

(５ ) 使 用 者 の 氏 名 又 は 住 所 に 変 更 が あ っ た と き は 、 使 用 者  



 

 

 

(６ ) 所 有 者 の 氏 名 又 は 住 所 に 変 更 が あ っ た と き は 、 所 有 者  

(７ ) 代 理 人 の 氏 名 又 は 住 所 に 変 更 が あ っ た と き は 、 所 有 者 又 は 代 理

人  

(８ ) 管 理 人 の 氏 名 又 は 住 所 に 変 更 が あ っ た と き は 、 使 用 者 、 所 有 者

又 は 管 理 人  

(９ ) 共 用 給 水 装 置 の 使 用 の 戸 数 又 は 箇 所 数 に 変 更 が あ っ た と き は 、

使 用 者 等  

(10) 貯 水 槽 を 設 け て ２ 以 上 の 独 立 し た 住 宅 等 の 施 設 の 施 設 に 給 水 す

る 場 合 に お い て 、 給 水 装 置 を 使 用 す る 戸 数 又 は 箇 所 数 に 変 更 が あ っ

た と き は 、 使 用 者 等  

(11) 消 防 の た め 私 設 消 火 栓 そ の 他 の 給 水 装 置 を 使 用 し た と き は 、 使

用 者  

第 ２ 章  給 水 装 置 工 事  

（ 給 水 方 式 ）   

第 ４ 条  給 水 方 式 は 、 次 の と お り と す る 。  

(１ ) 直 結 直 圧 式  配 水 管 の 水 圧 の み を 利 用 し 、 末 端 の 給 水 栓 ま で 直

接 給 水 す る 方 式  

(２ ) 直 結 増 圧 式  配 水 管 の 水 圧 を 利 用 し つ つ 、 こ れ に 圧 力 を 加 え 、

末 端 の 給 水 栓 ま で 直 接 給 水 す る 方 式  

(３ ) 貯 水 槽 式  配 水 管 か ら 一 旦 貯 水 槽 に 受 け 、 当 該 貯 水 槽 か ら 給 水

す る 方 式  

２  前 項 各 号 に 掲 げ る 給 水 方 式 は 、 建 物 の 給 水 高 さ 、 必 要 水 量 、 用 途 等

を も っ て 決 定 す る も の と す る 。  

（ 給 水 装 置 工 事 の 申 込 み ）   

第 ５ 条  条 例 第 10条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 込 み を し よ う と す る 者 （ 以 下

「 工 事 申 込 者 」 と い う 。 ） は 、 所 定 の 事 項 を 記 載 し た 申 込 書 を 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

２  条 例 第 10条 第 １ 項 た だ し 書 の 企 業 長 が 定 め る 工 事 は 、 新 設 、 増 設 、

改 造 及 び 撤 去 以 外 の 工 事 と す る 。  

３  条 例 第 10条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 企 業 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、 第

１ 項 の 申 込 み の 際 、 利 害 関 係 人 の 同 意 書 等 、 工 事 申 込 者 の 誓 約 書 、 建

築 確 認 の 通 知 書 の 写 し 又 は 建 築 確 認 済 証 明 書 の 提 出 を 求 め る こ と が で

き る 。  

４  工 事 申 込 者 は 、 給 水 装 置 工 事 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は 、 あ ら か じ め 企 業 長 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 直 結 増 圧 式 に よ り 給 水 す る と き 。  

(２ ) 貯 水 槽 式 に よ り 給 水 す る と き 。  

(３ ) そ の 他 企 業 長 が 必 要 と 認 め る と き 。  

（ 給 水 装 置 工 事 の 施 行 範 囲 ）  

第 ６ 条  条 例 第 11条 第 １ 項 に 規 定 す る 給 水 装 置 工 事 の 施 行 範 囲 は 、 次 の



 

 

 

と お り と す る 。  

(１ ) 直 結 直 圧 式 又 は 直 結 増 圧 式 で 給 水 す る も の に あ っ て は 、 給 水 栓

ま で  

(２ ) 貯 水 槽 式 に よ り 給 水 す る も の に あ っ て は 、 貯 水 槽 へ の 注 入 口 ま

で  

（ 設 計 審 査 及 び 工 事 検 査 ）  

第 ７ 条  条 例 第 11条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 企 業 長 は 、 給 水 装 置 工 事 の 適

正 な 施 行 を 確 保 す る た め 、 第 ５ 条 第 １ 項 の 申 込 書 及 び 同 条 第 ３ 項 の 規

定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 に 基 づ き 、 設 置 し よ う と す る 給 水 装 置 の 構

造 、 材 質 、 工 法 等 が 基 準 に 適 合 し て い る こ と を 確 認 す る 設 計 審 査 を 行

う 。  

２  条 例 第 11条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 企 業 長 は 、 給 水 装 置 工 事 の 完 了 後

に 、 前 項 の 設 計 審 査 の 内 容 と 照 合 す る た め の 工 事 検 査 を 行 う 。  

３  条 例 第 11条 第 ２ 項 た だ し 書 の 企 業 長 が 定 め る 工 事 は 、 新 設 、 増 設 、

改 造 及 び 撤 去 以 外 の 工 事 と す る 。  

４  条 例 第 11条 第 ２ 項 第 ２ 号 の そ の 他 企 業 長 が 必 要 と 認 め る と き と は 、

企 業 長 が 給 水 装 置 工 事 の 施 行 中 そ の 他 検 査 が 必 要 と 判 断 す る と き と す

る 。  

（ 給 水 装 置 工 事 の 変 更 及 び 取 消 し ）  

第 ８ 条  工 事 申 込 者 は 、 給 水 装 置 工 事 の 変 更 又 は 取 消 し を し よ う と す る

と き は 、 直 ち に 企 業 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  工 事 申 込 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 給 水 装 置 工 事

を 取 り 消 し た も の と み な す 。 た だ し 、 企 業 長 が 特 別 の 理 由 が あ る と 認

め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

(１ ) 加 入 金 又 は 手 数 料 を そ れ ぞ れ の 納 期 限 ま で に 納 付 し な い と き 。  

(２ ) 企 業 長 が 給 水 装 置 工 事 を 施 行 す る 場 合 で 、 条 例 第 16条 第 １ 項 に

規 定 す る 工 事 費 の 概 算 額 を 納 期 限 ま で に 納 付 し な い と き 。  

３  前 ２ 項 に 規 定 す る 給 水 装 置 工 事 の 変 更 又 は 取 消 し に よ り 生 じ た 損 害

は 、 工 事 申 込 者 の 負 担 と す る 。  

（ 給 水 装 置 の 構 成 及 び 附 属 用 具 ）   

第 ９ 条  給 水 装 置 は 、 給 水 管 、 分 水 栓 、 止 水 栓 、 メ ー タ ー そ の 他 給 水 用

具 等 を も っ て 構 成 す る 。 た だ し 、 企 業 長 が 必 要 な い と 認 め る と き は 、

そ の 一 部 を 設 け な い こ と が で き る 。  

２  給 水 装 置 に は 、 止 水 栓 ま す 、 メ ー タ ー ま す 、 そ の 他 附 属 用 具 を 備 え

な け れ ば な ら な い 。  

３  前 ２項 に規 定 するもののほか、給 水 装 置 の構 造 に関 し必 要 な事 項 は、

企 業 長 が 別 に 定 め る 。  

（ 給 水 管 及 び 給 水 用 具 の 指 定 ）  

第 10条  条 例 第 13条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 す る 給 水 管 及 び 給 水 用 具 の

構 造 及 び 材 質 は 、 企 業 長 が 別 に 定 め る 。  



 

 

 

（ 工 事 費 の 算 出 方 法 ）  

第 11条  条 例 第 15条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 費 用 の 算 出 方 法 は 、 次 の と お り

と す る 。  

(１ ) 材 料 費 は 、 使 用 材 料 の 数 量 に 毎 年 時 価 を 基 準 と し て 企 業 長 が 別

に 定 め る 標 準 価 格 を 乗 じ る 。 た だ し 、 特 殊 資 材 又 は 著 し く 時 価 に 変

動 が あ る も の に つ い て は 、 そ の 都 度 時 価 を 乗 じ る 。  

(２ ) 運 搬 費 は 、 輸 送 方 法 に 応 じ て 要 し た 実 費 額 と す る 。  

(３ ) 労 力 費 は 、 作 業 に 要 す る 労 力 の 算 出 歩 数 に 職 種 別 賃 金 を 乗 じ

る 。  

(４ ) 道 路 復 旧 費 は 、 道 路 管 理 者 が 定 め る 復 旧 方 法 に 要 す る 費 用 と す

る 。 た だ し 、 仮 復 旧 を 必 要 と す る 場 合 に つ い て は 、 そ の 額 を 加 算 す

る 。  

(５ ) 間 接 経 費 は 、 前 各 号 に 掲 げ る 費 用 の 合 計 額 に 100分 の 10以 内 の

率 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 率 及 び 算 出 方 法 に つ い て は 、 企 業 長 が

別 に 定 め る 。  

第 ３ 章  給 水  

（ メ ー タ ー の 設 置 ）  

第 12条  メー ターは、専 用給 水 装 置 又 は共 用給 水 装 置 ごとに１個 とする。

た だ し 、 こ れ に よ り 難 い と き は 、 そ の 都 度 企 業 長 が 定 め る 。  

２  メ ー タ ー を 設 置 す る 場 所 は 、 給 水 装 置 を 設 置 し よ う と す る 敷 地 内 と

し 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の と す る 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い と

き は 、 そ の 都 度 企 業 長 が 定 め る 。  

(１ ) 道 路 境 界 か ら １ メ ー ト ル 以 内 の 場 所 で あ る こ と 。  

(２ ) 給 水 栓 よ り 低 位 置 、 か つ 、 乾 燥 し た 場 所 で あ る こ と 。  

(３ ) 点 検 及 び 取 替 作 業 が 容 易 に で き る 場 所 で あ る こ と 。  

(４ ) 衛 生 的 で 損 傷 、 凍 結 の お そ れ が な い 場 所 で あ る こ と 。  

(５ ) 水 平 に 設 置 で き る 場 所 で あ る こ と 。  

（ メ ー タ ー の 位 置 の 変 更 ）  

第 13条  保 管 者 は 、 メ ー タ ー の 位 置 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 第 ５ 条

第 １ 項 の 申 込 書 を も っ て 、 企 業 長 に 申 し 込 ま な け れ ば な ら な い 。  

２  企 業 長 は 、 家 屋 の 改 修 等 の た め メ ー タ ー の 検 針 等 に 支 障 が あ る と き

は 、 メ ー タ ー の 位 置 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

３  企 業 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 変 更 に 要 し た 費 用 に つ い て 、 保 管 者 に

請 求 す る こ と が で き る 。  

（ メ ー タ ー の 保 管 ）  

第 14条  保 管 者 は 、 メ ー タ ー の 設 置 場 所 に メ ー タ ー の 検 針 等 に 支 障 を 来

す よ う な 物 件 を 置 き 、 又 は 工 作 物 を 設 け て は な ら な い 。  

２  保 管 者 は 、 メ ー タ ー 又 は 附 属 器 具 を 亡 失 し 、 又 は 毀 損 し た と き は 、

直 ち に 企 業 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

３  条 例 第 21条 第 ３ 項 に 規 定 す る 損 害 の 賠 償 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場



 

 

 

合 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

(１ ) メ ー タ ー を 亡 失 し た 場 合  前 項 の 規 定 に よ る 届 出 時 （ 以 下 「 届

出 時 」 と い う 。 ） の メ ー タ ー 購 入 価 格  

(２ ) メ ー タ ー を 毀 損 し た 場 合  届 出 時 の 修 繕 費 用 額  

(３ ) 前 号 に 規 定 す る 場 合 で 修 繕 が 不 可 能 な と き  届 出 時 の メ ー タ ー

購 入 価 格  

（ 私 設 消 火 栓 ）  

第 15条  条 例 第 22条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 私 設 消 火 栓 を 消 防 の 演 習 に 使 用

す る 者 は 、 そ の 事 実 を 証 明 す る 書 類 を あ ら か じ め 企 業 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

２  私 設 消 火 栓 の 使 用 時 間 は 、 前 項 の 消 防 の 演 習 １ 回 に つ き ５ 分 以 内 と

す る 。  

（ 給 水 装 置 の 修 繕 の 費 用 負 担 ）  

第 16条  条 例 第 23条 第 ５ 項 た だ し 書 の 企 業 長 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め る

と き は 、 配 水 管 の 分 岐 箇 所 か ら メ ー タ ー ま で の 保 管 者 の 故 意 又 は 過 失

に よ ら な い 漏 水 、 出 水 不 良 又 は メ ー タ ー 直 結 止 水 栓 の 機 能 低 下 等 に 係

る 修 繕 と し 、 そ の 取 扱 い に つ い て は 別 に 定 め る 。  

２  企 業 長 は 、 前 項 の 修 繕 に 係 る 原 因 が 第 三 者 の 故 意 又 は 過 失 に よ る こ

とが明 らかなときは、条 例 第 23条 第 ５項 ただし書 の規 定 にかかわらず、

修 繕 に 係 る 費 用 を 原 因 者 に 負 担 さ せ る も の と す る 。  

（ 給 水 装 置 及 び 水 質 の 検 査 の 請 求 ）  

第 17条  条 例 第 24条 第 １ 項 の 検 査 は 、 企 業 長 が 必 要 な い と 認 め る 相 当 の

理 由 が あ る と き は 、 そ の 請 求 を 拒 む こ と が で き る 。  

２  条 例 第 24条 第 ２ 項 の 特 別 の 費 用 を 要 し た と き は 、 次 に 掲 げ る と き と

す る 。  

(１ ) 給 水 装 置 に つ い て 、 そ の 構 造 、 材 質 、 機 能 又 は 漏 水 に つ い て の

通 常 の 検 査 以 外 の 検 査 を 行 う と き 。  

(２ ) 供 給 す る 水 の 水 質 に つ い て 、 色 及 び 濁 り 並 び に 消 毒 の 残 留 効 果

等 の 飲 料 の 適 否 に 関 す る 検 査 以 外 の 検 査 を 行 う と き 。  

第 ４ 章  料 金 、 加 入 金 、 手 数 料 等  

（ 料 金 ）  

第 18条  条 例 第 26条 第 １ 項 の 料 金 算 定 基 礎 額 の 算 定 に 係 る 条 例 別 表 第 １

の 基 本 料 金 は 、 １ 月 の 使 用 水 量 が 同 表 に 定 め る 水 量 に 満 た な い 場 合 で

あ っ て も 、 １ 月 分 の 金 額 と す る 。  

２  条 例 第 26条 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 （ 同 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 に 限 る 。 ）

の 料 金 の 計 算 に お い て 、 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端

数 を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

３  条 例 第 26条 第 ５ 項 に 規 定 す る 用 途 の 適 用 基 準 は 、 別 表 の と お り と す

る 。  

（ 使 用 水 量 の 端 数 処 理 ）  



 

 

 

第 19条  条 例 第 28条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 に よ る 使 用 水 量 の 計 量

に お い て 、 メ ー タ ー の 指 示 量 に １ 立 方 メ ー ト ル 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 そ の 端 数 は 次 回 の 計 量 に 繰 り 越 す も の と す る 。 た だ し 、 メ ー タ ー

の 取 付 け 又 は 取 り 外 し を し た 月 は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  条 例 第 28条 第 １ 項 後 段 の 規 定 に よ り 使 用 水 量 を 各 月 均 等 と み な し た

と き に 、 １ 月 当 た り の 使 用 水 量 に １ 立 方 メ ー ト ル 未 満 の 端 数 が あ る と

き は 、 計 量 を し た 日 の 属 す る 月 （ 以 下 「 計 量 月 」 と い う 。 ） の 前 月 分

の 端 数 を 切 り 上 げ 、 計 量 月 分 の 端 数 を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

３  条 例 第 28条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 使 用 水 量 の 計 量 に お い て 、 メ ー タ ー

の 指 示 量 に １ 立 方 メ ー ト ル 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て

る も の と す る 。  

（ 使 用 水 量 の 認 定 ）  

第 20条  条 例 第 29条 の 規 定 に よ る 使 用 水 量 の 認 定 は 、 次 に 掲 げ る 水 量 に

よ り 行 う 。  

(１ ) 使 用 水 量 の 不 明 の 原 因 が 前 回 の 使 用 水 量 の 計 量 後 に 生 じ た メ ー

タ ー の 故 障 に よ る も の と 認 め ら れ る と き は 、 前 回 の 使 用 水 量  

(２ ) 使 用 水 量 の 不 明 の 原 因 が 前 回 の 使 用 水 量 の 計 量 前 に 生 じ た メ ー

タ ー の 故 障 に よ る も の と 認 め ら れ る と き は 、 前 々 回 の 使 用 水 量  

(３ ) 使 用 水 量 の 不 明 の 原 因 が メ ー タ ー の 故 障 で 、 前 ２ 号 に よ り が た

い 場 合 は 、 新 た に メ ー タ ー を 取 り 付 け 、 そ れ に よ り 推 定 算 出 し た 水

量  

(４ ) 障 害 物 等 に よ り 計 量 が 不 能 な 場 合 は 、 前 回 の 使 用 水 量  

（ 特 別 な 場 合 に お け る 料 金 の 算 定 ）  

第 21条  条 例 第 30条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 計 量 期 間 の 中 途 で 給 水 を 開

始 し 、 中 止 し 、 若 し く は 停 止 し 、 又 は 給 水 装 置 を 廃 止 し た と き の 料 金

の 算 定 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る

と お り と す る 。  

(１ ) 使 用 水 量 が 条 例 別 表 第 １ の 基 本 料 金 の 欄 に 掲 げ る 水 量 （ 以 下 こ

の 条 に お い て 「 基 本 水 量 」 と い う 。 ） の ２ 分 の １ 以 下 の と き  条 例

別 表 第 １ に 定 め る 基 本 料 金 を ２ 分 の １ と し て 計 算 し 、 そ の 額 に １ 円

未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

(２ ) 使 用 水 量 が 基 本 水 量 の ２ 分 の １ を 超 え る と き  条 例 別 表 第 １ に

定 め る 基 本 料 金 は 全 額 と し て 計 算 す る 。  

２  条 例 第 30条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 計 量 期 間 の 中 途 で 用 途 に 変 更 が

あ っ た と き 又 は 同 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 計 量 期 間 の 中 途 で メ ー タ ー の 口

径 に 変 更 が あ っ た と き の 料 金 は 、 適 用 す べ き 日 数 の 多 い 方 の 区 分 （ 適

用 す べ き 日 数 が 等 し い と き は 、 新 た に 適 用 す る こ と と な っ た 方 の 区

分 ） に よ り 算 定 す る 。  

（ 共 同 住 宅 等 の 料 金 の 算 定 ）  

第 22条  一 の 建 物 の 中 に 複 数 の 独 立 し た 住 宅 等 の 施 設 が あ る 建 物 （ 以 下



 

 

 

「 共 同 住 宅 等 」 と い う 。 ） に お い て 、 当 該 住 宅 等 の 施 設 ご と に 企 業 団

の メ ー タ ー で 使 用 水 量 を 計 量 し 、 そ れ ぞ れ 料 金 を 算 定 す る 。  

（ 企 業 長 が 定 め る 加 入 金 の 額 ）  

第 23条  条 例 別 表 第 ３ 第 ３ 項 の 企 業 長 が 定 め る 額 は 、 次 の と お り と す

る 。  

メ ー タ ー の 口 径  金 額  

200ミ リ メ ー ト ル  円  

50,4 40, 000 

2 50ミ リ メ ー ト ル  100, 880 ,00 0 

（ 加 入 金 の 算 定 方 法 ）  

第 24条  加 入 金 の 算 定 方 法 は 、 次 の と お り と す る 。  

(１ ) １ 戸 又 は １ 箇 所 に 給 水 す る と き は 、 設 置 す る メ ー タ ー の 口 径 に

係 る 加 入 金 の 額 と す る 。  

(２ ) 共 同 住 宅 等 に 給 水 す る と き は 、 次 の と お り と す る 。  

ア  各 戸 に 企 業 団 の メ ー タ ー が あ る と き は 、 各 戸 の メ ー タ ー の 口 径

ご と に 算 定 し た 加 入 金 の 合 計 額 と す る 。  

イ  各 戸 に 企 業 団 の メ ー タ ー が な い と き は 、 当 該 共 同 住 宅 等 に 係 る

メ ー タ ー の 口 径 に よ る 加 入 金 の 額 と す る 。  

(３ ) 宅 地 造 成 時 に 納 付 す る 加 入 金 は 、 造 成 実 施 計 画 の 事 前 協 議 に よ

り 承 認 し た 建 築 予 定 数 に 係 る 加 入 金 の 合 計 額 と し 、 宅 地 造 成 の 給 水

装 置 工 事 申 込 時 に 納 付 さ せ る こ と が で き る 。  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 加 入 金 の 算 定 方 法 に つ い て は 企 業 長 が 別

に 定 め る 。  

（ 加 入 金 の 追 徴 又 は 還 付 ）  

第 25条  給 水 装 置 を 改 造 す る 場 合 は 、 そ の 都 度 、 前 条 の 規 定 に よ り 加 入

金 を 算 定 し 、 そ の 額 が 既 納 の 加 入 金 を 超 え る と き は 、 そ の 差 額 を 納 付

さ せ 、 既 納 の 加 入 金 を 下 回 る と き は 、 そ の 差 額 は 還 付 し な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 不 要 な 給 水 装 置 は 分 岐 箇 所 か ら 全 て

撤 去 し な け れ ば な ら な い 。  

３  給 水 を 受 け て い る 者 が 、 使 用 水 量 の 増 加 に よ り 、 メ ー タ ー の 口 径 に

応 じ た 使 用 水 量 の 限 度 を 超 え て 使 用 す る こ と に な っ た と き は 、 企 業 長

は 使 用 者 等 に 対 し 、 使 用 水 量 に 応 じ た 給 水 装 置 の 改 造 等 適 切 な 処 置 を

さ せ 、 加 入 金 の 差 額 を 納 付 さ せ る こ と が で き る 。  

４  第 １ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 既 納 の 加 入 金 と の 差 額 を 納 付 さ せ 、 又

は 還 付 す る こ と が で き る 場 合 に つ い て は 、次 の と お り と す る 。た だ し 、

還 付 す る 場 合 は 、 当 該 給 水 装 置 工 事 の 施 行 範 囲 に お い て 、 企 業 長 が 不

要 と 判 断 し た 給 水 装 置 を 全 て 撤 去 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 加 入 金 の 納 付 後 、 工 事 検 査 前 に 工 事 の 申 込 み を 取 り 消 し た 場 合

は 、 全 額 を 還 付 す る 。  



 

 

 

(２ ) 加 入 金 の 納 付 後 、 工 事 検 査 前 に 、 工 事 内 容 の 変 更 に よ り 当 該 加

入 金 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 差 額 を 納 付 さ せ 、 又 は 還 付 す る 。  

（ 加 入 金 の 減 額 又 は 免 除 ）   

第 26条  条 例 第 36条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る と き は 、 加 入 金 を 減 額 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き る 。  

(１ ) 富 田 林 市 水 道 事 業 及 び 下 水 道 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ６ 年 富 田 林 市 条 例 第 30号 ） に よ る 廃 止 前 の 富

田 林 市 水 道 事 業 分 担 金 徴 収 条 例 （ 昭 和 45年 富 田 林 市 条 例 第 24号 。 以

下 「 市 条 例 」 と い う 。 ） 施 行 時 に 未 給 水 区 域 内 に 居 住 し て い た 世 帯

主 に つ い て は 、 市 条 例 施 行 後 、 居 住 地 区 内 に 配 水 本 管 が 布 設 さ れ 、

給 水 を 受 け る こ と が で き る こ と と な っ た 場 合  

(２ ) 天 災 そ の 他 著 し い 災 害 を 受 け て か ら ３ か 月 以 内 の 場 合  

(３ ) 市 条 例 施 行 時 に 共 用 給 水 装 置 を 使 用 し て い た 使 用 者 が 、 当 該 住

宅 等 に お い て 、 新 た に 専 用 給 水 装 置 を 設 置 す る 場 合  

(４ ) 専 用 給 水 装 置 で 給 水 を 受 け て い た 者 が 、 そ の 専 用 給 水 装 置 を 廃

止 し 、 給 水 区 域 内 に 移 転 し て 給 水 装 置 を 設 置 し 、 か つ 、 給 水 に 支 障

が な い と 認 め ら れ る 場 合  

２  前 項 の 規 定 に よ り 加 入 金 の 減 額 又 は 免 除 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下

「 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、 企 業 長 に 申 請 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。  

３  企 業 長 は 、 前 項 の 申 請 に 関 し 、 申 請 者 に 減 額 又 は 免 除 に 関 係 す る 書

類 の 提 示 を 求 め る こ と が で き る 。  

４  企 業 長 は 、 申 請 者 が 正 当 な 理 由 が な く 前 項 の 書 類 の 提 示 に 応 じ な い

と き は 、 申 請 を 棄 却 す る こ と が で き る 。  

（ 手 数 料 の 負 担 ）  

第 27条  企 業 長 は 、 第 ７ 条 に 規 定 す る 審 査 及 び 検 査 を 実 施 す る と き は 、

条 例 別 表 第 ４ の 設 計 審 査 手 数 料 及 び 工 事 検 査 手 数 料 を 徴 収 す る 。  

２  前 項 の 設 計 審 査 手 数 料 及 び 工 事 検 査 手 数 料 の 算 定 方 法 は 、 次 の と お

り と す る 。  

(１ ) 工 事 対 象 の 給 水 管 口 径 に 係 る 手 数 料 の 額 と す る 。  

(２ ) 直 結 直 圧 式 、 直 結 増 圧 式 又 は 貯 水 槽 式 に よ り 共 同 住 宅 等 に 給 水

す る と き は 、 次 の と お り と す る 。  

ア   各 戸 に 企 業 団 の メ ー タ ー を 設 置 す る 場 合 は 、 各 戸 の メ ー タ ー の

口 径 ご と に 算 定 し た 額 の 合 計 額 と す る 。  

イ  各 戸 に 企 業 団 の メ ー タ ー を 設 置 し な い 場 合 は 、 当 該 共 同 住 宅 等

に 係 る メ ー タ ー の 口 径 に 係 る 手 数 料 の 額 と す る 。  

(３ ) そ の 他 、 申 込 み 時 の 工 種 が 複 数 に わ た る 場 合 の 算 定 方 法 は 、 企

業 長 が 別 に 定 め る 。  

（ 水 道 施 設 の 新 設 等 に 要 す る 費 用 の 負 担 ）   

第 28条  条 例 第 43条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 給 水 申 込 者 は 、 水 道 施 設 の 新



 

 

 

設 等 を 必 要 と す る と き は 、 あ ら か じ め 企 業 長 と 協 議 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  条 例 第 43条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 水 道 施 設 の 新 設 等 に 係 る 費 用 は 、

次 に 掲 げ る 費 用 の 合 計 額 に 100分 の 110を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に １ 円

未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。  

(１ ) 水 道 施 設 の 新 設 等 の 工 事 に 要 す る 費 用  

ア  請 負 工 事 費  

イ  業 務 委 託 料  

ウ  材 料 費  

エ  間 接 経 費  

(２ ) 水 道 施 設 の 新 設 等 の 工 事 に 付 随 す る 費 用 （ 以 下 「 付 随 費 用 」 と

い う 。 ）  

３  前 項 各 号 に 掲 げ る 費 用 の 算 出 方 法 は 、 次 の と お り と す る 。  

(１ ) 請 負 工 事 費 は 、 工 事 の 一 部 又 は 全 部 を 請 負 に 付 す る 場 合 に お い

て 、 当 該 請 負 に 係 る 費 用 の 額 と す る 。  

(２ ) 業 務 委 託 料 は 、 工 事 の た め の 業 務 の 一 部 を 委 託 に 付 す る 場 合 に

お い て 、 当 該 委 託 に 係 る 費 用 の 額 と す る 。  

(３ ) 材 料 費 は 、 企 業 団 の 材 料 を 使 用 す る 場 合 に お い て 、 当 該 材 料 に

係 る 費 用 の 額 と す る 。  

(４ ) 間 接 経 費 は 、 前 ３ 号 に 掲 げ る 費 用 の 合 計 額 に 100分 の 10以 内 の

率 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 率 及 び 算 出 方 法 に つ い て は 、 企 業 長 が

別 に 定 め る 。  

(５ ) 付 随 費 用 は 、 企 業 長 が 給 水 に 応 じ る た め に 要 す る 費 用 の う ち 、

工 事 に 要 す る 費 用 以 外 の 費 用 の 額 と す る 。  

４  第 ２ 項 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 特 別 の 費 用 を 必 要 と す る と き は 、

そ の 費 用 を 加 算 す る 。  

５  企 業 長 は 、 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 費 用 の 一 部 を 負 担 す

る こ と が で き る 。  

（ 料 金 等 の 徴 収 方 法 ）  

第 29条  料 金 そ の 他 納 付 金 の 納 付 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か の 方 法 に よ る

も の と す る 。  

(１ ) 納 入 通 知 書 に よ る 納 付 の 方 法  

(２ ) 口 座 振 替 に よ る 納 付 の 方 法  

(３ ) 集 金 に よ る 納 付 の 方 法  

(４ ) そ の 他 企 業 長 が 認 め る 方 法  

（ 料 金 等 の 領 収 印 ）  

第 30条  料 金 等 に 関 す る 領 収 書 は 、 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 （ 平 成

23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 27号 ） 第 31条 に 規 定 す る 領 収 印 が

あ る も の に 限 り 有 効 と す る 。  

（ 料 金 等 の 減 免 ）   



 

 

 

第 31条  条 例 第 44条 の 規 定 に よ る 料 金 等 の 減 額 又 は 免 除 （ 以 下 「 減 免 」

と い う 。 ） は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き に で き る も の と す

る 。  

(１ ) 条 例 第 23条 第 １ 項 に 規 定 す る 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 給 水

装 置 が 管 理 さ れ て い た に も か か わ ら ず 、 不 可 抗 力 に よ り 漏 水 が 発 生

し た と き 。  

(２ ) 前 号 に 規 定 す る も の の ほ か 、 企 業 長 が 公 益 上 そ の 他 特 別 の 理 由

が あ る と 認 め る と き 。  

２  前 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、 給 水 装 置 の

修 繕 を 行 っ た 後 、 企 業 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 申 請 し な け れ ば

な ら な い 。  

３  前 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 １ 項 第 １ 号 に 係 る 料 金 等 の 減 免 に

関 し 必 要 な 事 項 は 、 企 業 長 が 別 に 定 め る 。  

第 ５ 章  貯 水 槽 水 道  

（ 貯 水 槽 の 設 置 ）  

第 32条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 貯 水 槽 を 設 け な け れ ば

な ら な い 。  

(１ ) 病 院 、 避 難 所 等 で 災 害 時 、 事 故 等 に よ る 水 道 の 断 減 水 時 に も 水

の 確 保 が 必 要 な と き 。  

(２ ) 一 時 に 多 量 の 水 を 使 用 す る と き 、 使 用 水 量 の 変 動 が 大 き い と き

等 に 、 配 水 管 の 水 圧 低 下 を 引 き 起 こ す お そ れ が あ る と き 。  

(３ ) 配 水 管 の 水 圧 変 動 に か か わ ら ず 、 常 時 一 定 の 水 量 、 水 圧 を 必 要

と す る と き 。  

(４ ) 有 毒 薬 品 を 使 用 す る 工 場 等 、 逆 流 に よ っ て 配 水 管 の 水 質 を 汚 染

す る お そ れ が あ る と き 。  

(５ ) そ の 他 企 業 長 が 直 結 直 圧 式 又 は 直 結 増 圧 式 に よ る 給 水 を 認 め な

い と き 。  

（ 簡 易 専 用 水 道 以 外 の 貯 水 槽 水 道 の 管 理 及 び 自 主 検 査 ）  

第 33条  条 例 第 46条 第 ２ 項 に 規 定 す る 簡 易 専 用 水 道 以 外 の 貯 水 槽 水 道 の

管 理 及 び そ の 管 理 の 状 況 に 関 す る 検 査 は 、 次 の と お り と す る 。  

(１ ) 次 に 掲 げ る 管 理 基 準 に 従 い 、 管 理 す る こ と 。  

ア  貯 水 槽 の 掃 除 を 毎 年 １ 回 以 上 、 定 期 に 行 う こ と 。  

イ  貯 水 槽 の 点 検 そ の 他 有 害 物 、 汚 水 等 に よ っ て 水 が 汚 染 さ れ る の

を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。  

ウ  給 水 栓 に お け る 水 の 色 、 濁 り 、 臭 い 、 味 そ の 他 の 状 態 に よ り 供

給 す る 水 に 異 常 を 認 め た と き は 、 水 質 基 準 に 関 す る 省 令 （ 平 成 15

年 厚 生 労 働 省 令 第 101号 ） の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 項 の う ち 必 要 な

も の に つ い て 検 査 を 行 う こ と 。  

エ  供 給 す る 水 が 人 の 健 康 を 害 す る お そ れ が あ る こ と を 知 っ た と き

は 、 直 ち に 給 水 を 停 止 し 、 か つ 、 そ の 水 を 使 用 す る こ と が 危 険 で



 

 

 

あ る 旨 を 関 係 者 に 周 知 さ せ る 措 置 を 講 ず る こ と 。  

(２ ) 前 号 イ の 管 理 に 関 し 、 毎 年 １ 回 以 上 、 定 期 に 給 水 栓 に お け る 水

の 色 、 濁 り 、 臭 い 及 び 味 に 関 す る 検 査 並 び に 残 留 塩 素 の 有 無 に 関 す

る 水 質 の 検 査 を 行 う こ と 。  

第 ６ 章  雑 則  

（ 委 任 ）  

第 34条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 企 業 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 富 田 林 市 と の 水 道 事 業 の 統 合 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 程 の 施 行 の 日 前 に 、 廃 止 前 の 富 田 林 市 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行

規 程 （ 平 成 28年 富 田 林 市 上 下 水 道 事 業 管 理 規 程 第 25号 ） そ の 他 の 水 道

事 業 に 関 す る 規 程 （ 以 下 「 市 規 程 等 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り な さ れ

た 申 込 み 、 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 規 程 中 に こ れ に 相 当 す る 規 定 が

あ る 場 合 に は 、 当 該 規 定 に よ り な さ れ た も の と み な す 。  

３  市 規 程 等 の 様 式 に よ り 作 成 し た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し

た 上 、 こ の 規 程 の 様 式 に よ り 作 成 し た 用 紙 と し て 使 用 す る こ と が で き

る 。  

別 表 （ 第 18条 関 係 ）   

用 途  適 用 基 準  

一 般 用  浴 場 用 、 共 用 、 臨 時 用 以 外 の 用 に 供 す る も の  

浴 場 用  公 衆 浴 場 法（ 昭 和 23年 法 律 第 139号 ）に よ る 許 可 を 受

け た 公 衆 浴 場（ 物価 統 制 令 施 行 令（ 昭 和 27年 政 令 第

319号 ）及 び公 衆 浴 場 入 浴 料 金 の統 制 額 の指 定 等 に関

す る 省 令（ 昭 和 32年 厚 生 省 令 第 38号 ）に 基 づ き 、大

阪 府 知 事 が指 定 する公 衆 浴 場 入 浴 料 金 の統 制 額 の適

用 を 受 け る も の に 限 る 。 ） の 用 に 供 す る も の  

共 用  ２ 戸 以 上 が 共 同 で 使 用 す る も の  

臨 時 用  工 事 そ の 他 臨 時 の 用 に 供 す る も の  

 


